
当事務所は国連が定めた「持続可能な開発目標 SDGs」の趣旨に賛同し、
当社の事業を通じて持続可能な社会の実現を目指して、下記の取り組みを
実施していくことを宣言します。 

宣言日 

宣言者 

2023年9月8日 

司法書士事務所 プライズ  
大塚 学  

重点的な取組テーマ 取組内容 関連するゴール 

働きやすい職場づくり 

 労働時間の適切な管理、有給休暇取得率
100%の継続に取り組みます。 

 人材の育成、従業員の健康保持・増進に取
り組み、働きやすい職場づくりに努めます。 

信頼される事業運営 

 コンプライアンス研修の実施により従業員の意
識醸成を図ります。 

 法令や社会通念として確立されたルール・モラ
ルの遵守に努め、信頼される事業運営に取り
組みます。 

住み続けられる 
まちづくりへの貢献 

 担保権設定や会社設立・増資・減資・合併
などの登記手続き、各種企業支援により、社
会課題解決に貢献します。 

 成年後見業務、財産管理、空き家所有者
の相続人調査、相続手続き支援により、次
世代に問題を残さない住み続けられるまちづく
りに貢献します。 

SDGs(Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標)は2015年に国連サ
ミットで採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 
17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one 
behind)を誓い、国、地方自治体、企業、市民すべてに行動が求められています。 


